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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月30日(2013.9.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．一定量のステアリドン酸；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
を含んでなり、一定量のω３脂肪酸を有するショートニング組成物。
【請求項２】
　ａ．一定量のステアリドン酸；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
を前記ショートニング組成物に添加するステップを含んでなる、ステアリドン酸を使用し
てショートニング組成物を形成する方法。
【請求項３】
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　ａ．一定量のステアリドン酸富化ショートニング；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
を含んでなり、一定量のω３脂肪酸を有する食物組成物。
【請求項４】
　ａ．一定量のステアリドン酸；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
を含んでなり、一定量のω３脂肪酸を有するナッツバター。
【請求項５】
　ａ．一定量のステアリドン酸；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
をナッツバターに添加するステップを含んでなる、ステアリドン酸を使用してナッツバタ
ーを形成する方法。
【請求項６】
　ａ．一定量のステアリドン酸富化ナッツバター；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
を含んでなり、一定量のω３脂肪酸を有する食物組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７６】
　本発明を例示的実施形態との関連で説明したが、説明を読めば当業者にとってはその様
々な修正は明白であるものと理解される。したがって本明細書で開示される発明は、特許
請求の範囲内に入るこのような修正を包含することが意図されるものと理解される。
　次に、本発明の態様を示す。
１.　ａ．一定量のステアリドン酸；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
を含んでなり、一定量のω３脂肪酸を有するショートニング組成物。
２.　前記少なくとも１種の安定剤が少なくとも１種の抗酸化剤である、上記１に記載の
ショートニング組成物。
３.　前記ショートニング組成物が、可塑性ショートニング、液体ショートニング、パフ
ペーストリーショートニング、パフペーストリー脂肪、ドライショートニング、ラード、
およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、上記１および２のいずれか一項に
記載のショートニング組成物。
４.　前記ステアリドン酸が、ステアリドン酸富化ダイズ油である、上記１～３のいずれ
か一項に記載のショートニング組成物。
５.　前記少なくとも１種の安定剤が、合成抗酸化剤、天然抗酸化剤、リン脂質、および
それらの組み合わせからなる群から選択される、上記１～４のいずれか一項に記載のショ
ートニング組成物。
６.　前記少なくとも１種の安定剤が、前記ステアリドン酸の約０．０１％～約６５重量
％の範囲である、上記１～５のいずれか一項に記載のショートニング組成物。
７.　ａ．一定量のステアリドン酸；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
を前記ショートニング組成物に添加するステップを含んでなる、ステアリドン酸を使用し
てショートニング組成物を形成する方法。
８.　前記ステアリドン酸が、ショートニング組成物中で必要とされる脂肪の約１％～約
９５％を構成する、上記７に記載の方法。
９.　ａ．一定量のステアリドン酸富化ショートニング；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
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を含んでなり、一定量のω３脂肪酸を有する食物組成物。
１０.　前記少なくとも１種の安定剤が少なくとも１種の抗酸化剤である、上記９に記載
の食物組成物。
１１.　前記食物組成物が、ベイクド食品、クッキー、生地、焼き菓子、パン、糖菓、マ
ーガリン、バター、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、上記９および
１０のいずれか一項に記載の食物組成物。
１２.　前記食物組成物の官能的特性が、ステアリドン酸富化ショートニングを含有しな
い食物組成物の官能特性に匹敵する、上記９～１１のいずれか一項に記載の食物組成物。
１３.　ａ．一定量のステアリドン酸；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
を含んでなり、一定量のω３脂肪酸を有するナッツバター。
１４.　前記少なくとも１種の安定剤が少なくとも１種の抗酸化剤である、上記１３に記
載のナッツバター。
１５.　ピーナッツバター、アーモンドバター、チョコレートヘーゼルナッツスプレッド
、カシューバター、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、上記１３およ
び１４のいずれか一項に記載のナッツバター。
１６.　前記ステアリドン酸が、ステアリドン酸富化ダイズ油、ステアリドン酸富化ダイ
ズ粉、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、上記１３～１５のいずれか
一項に記載のナッツバター。
１７.　前記少なくとも１種の安定剤が、合成抗酸化剤、天然抗酸化剤、リン脂質、およ
びそれらの組み合わせからなる群から選択される、上記１３～１６のいずれか一項に記載
のナッツバター。
１８.　ａ．一定量のステアリドン酸；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
をナッツバターに添加するステップを含んでなる、ステアリドン酸を使用してナッツバタ
ーを形成する方法。
１９.　前記ステアリドン酸が、前記ナッツバター中で必要とされる脂肪の約１％～約９
５％を構成する、上記１８に記載の方法。
２０.　ａ．一定量のステアリドン酸富化ナッツバター；および
　ｂ．少なくとも１種の安定剤
を含んでなり、一定量のω３脂肪酸を有する食物組成物。
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